
令和２年 №16 

○国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程の一部を改正する規程 

 

改正理由 

 規程本文と様式の中の用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

 規程本文と様式の中の用語の統一に伴う形式的な改正であるため，学長決裁により処

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程の一部を改正する規程を次のように制

定する。 

 

  令和２年３月10日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

令和２年規程第９号 

   国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程の一部を改正する規程 

 

 国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程（平成13年規程第７号）の一部につい

て，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程の一部改正について 

 

改正理由：規程本文と様式の中の用語の統一に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（開示の実施） 

第６条 学長は，法第15条第３項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙第

９号様式による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき，又は法第15

条第５項の規定により開示を受ける者から別紙第10号様式による法人文書の更なる

開示の申出書が提出されたときは，開示を受ける者の便宜を図って開示を実施する

ものとする。 

２ 前項の規定により開示を実施するときは，次項に定める開示実施手数料を徴収す

るものとする。 

３ 法第17条に規定する開示実施手数料は，施行令第13条の規定を準用するものとす

る。 

４・５ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

第１号様式～第８号様式 〔省略〕 

 

第９号様式（第６条第１項関係） 
 

 

 

    〔省略〕 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無  有：同封する郵便切手の額      円 

                 無 

開示実施手数料 

      円 
ここに納付書の領収書をはってください。 （受付印） 

 

 

第10号様式（第６条第１項関係） 

 

    〔省略〕 

 

（開示の実施） 

第６条 学長は，法第15条第３項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙第

９号様式による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき，又は法第15

条第５項の規定により開示を受ける者から別紙第10号様式による法人文書の更なる

開示の申出書が提出されたときは，開示を受ける者の便宜を図って開示を実施する

ものとする。 

２ 前項の規定により開示を実施するときは，次項に定める開示実施手数料を徴収す

るものとする。 

３ 法第17条に規定する開示実施手数料は，施行令第13条の規定を準用するものとす

る。 

４・５ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

第１号様式～第８号様式 〔省略〕 

 

第９号様式（第６条第１項関係） 
 

 

 

    〔省略〕 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無  有：同封する郵便切手の額      円 

                 無 

開示請求手数料 

      円 
ここに納付書の領収書をはってください。 （受付印） 

 

 

第10号様式（第６条第１項関係） 



 

 

 

    〔省略〕 

 

４ 更なる開示の実施の方法等 

 

（大学における開示の実施を受ける場合，その希望日） 

（写しの送付を希望する場合は，その旨） 

＊ 法人文書の同じ部分について，最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示

の実施の方法を受けることはできません。 

開示実施手数料 

      円 
ここに納付書の領収書をはってください。 （受付印） 

 

第11号様式～第14号様式 〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和２年３月10日から施行する。 

 

 

 

 

    〔省略〕 

 

４ 更なる開示の実施の方法等 

 

（大学における開示の実施を受ける場合，その希望日） 

（写しの送付を希望する場合は，その旨） 

＊ 法人文書の同じ部分について，最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示

の実施の方法を受けることはできません。 

開示請求手数料 

      円 
ここに納付書の領収書をはってください。 （受付印） 

 

第11号様式～第14号様式 〔省略〕 

 

 


